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   Ｄ０２Ｇ   3/04     (2006.01)
   Ｄ０２Ｇ   3/44     (2006.01)
   Ｄ０３Ｄ  15/00     (2006.01)
   Ｄ０３Ｄ  15/12     (2006.01)
   Ａ４１Ｄ  13/00     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｄ０３Ｄ   15/12     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成27年6月12日(2015.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アークおよび火炎防護に使用するための糸であって、以下の成分（ａ）、（ｂ）、（ｃ
）、および（ｄ）の総重量を基準として、
（ａ）結晶化度が少なくとも２０％であるメタ系アラミド繊維を１０～４０重量パーセン
ト、
（ｂ）モダクリル繊維を２０～６０重量パーセント、
（ｃ）ＦＲレーヨン繊維を１５～４５重量パーセント、および
（ｄ）パラ系アラミド繊維を５～２０重量パーセント
から基本的になる、糸。
【請求項２】
　アークおよび火炎防護に使用するのに好適な布帛であって、以下の成分（ａ）、（ｂ）
、（ｃ）、および（ｄ）の総重量を基準として、
（ａ）結晶化度が少なくとも２０％であるメタ系アラミド繊維を１０～４０重量パーセン
ト、
（ｂ）モダクリル繊維を２０～６０重量パーセント、
（ｃ）ＦＲレーヨン繊維を１５～４５重量パーセント、および
（ｄ）パラ系アラミド繊維を５～２０重量パーセント
から基本的になる糸を含み、前記布帛の目付が１３５～４０７グラム毎平方メートル（４
～１２オンス毎平方ヤード）の範囲にある、布帛。
【請求項３】
　アークおよび火炎防護に使用するのに好適な衣服であって、以下の成分（ａ）、（ｂ）
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、（ｃ）、および（ｄ）の総重量を基準として、
（ａ）結晶化度が少なくとも２０％であるメタ系アラミド繊維を１０～４０重量パーセン
ト、
（ｂ）モダクリル繊維を２０～６０重量パーセント、
（ｃ）ＦＲレーヨン繊維を１５～４５重量パーセント、および
（ｄ）パラ系アラミド繊維を５～２０重量パーセント
から基本的になる布帛を含み、前記布帛の目付が１５０～３３９グラム毎平方メートル（
４．５～１０オンス毎平方ヤード）の範囲にある、衣服。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】

【表２】

　次に、本発明の態様を示す。
１.　アークおよび火炎防護に使用するための糸であって、以下の成分（ａ）、（ｂ）、
（ｃ）、および（ｄ）の総重量を基準として、
（ａ）結晶化度が少なくとも２０％であるメタ系アラミド繊維を１０～４０重量パーセン
ト、
（ｂ）モダクリル繊維を２０～６０重量パーセント、
（ｃ）ＦＲレーヨン繊維を１５～４５重量パーセント、および
（ｄ）パラ系アラミド繊維を５～２０重量パーセント
から基本的になる、糸。
２.　前記パラ系アラミド繊維の１～３重量パーセントが炭素または金属を含む帯電防止
繊維に置き換えられており、但し、パラ系アラミド繊維は少なくとも５重量パーセントに
維持されている、上記１に記載の糸。
３.　前記メタ系アラミド繊維の結晶化度が２０～５０パーセントの範囲にある、上記１
に記載の糸。
４.　水分率が少なくとも３パーセントである、上記１に記載の糸。
５.　アークおよび火炎防護に使用するのに好適な布帛であって、以下の成分（ａ）、（
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ｂ）、（ｃ）、および（ｄ）の総重量を基準として、
（ａ）結晶化度が少なくとも２０％であるメタ系アラミド繊維を１０～４０重量パーセン
ト、
（ｂ）モダクリル繊維を２０～６０重量パーセント、
（ｃ）ＦＲレーヨン繊維を１５～４５重量パーセント、および
（ｄ）パラ系アラミド繊維を５～２０重量パーセント
から基本的になる糸を含み、前記布帛の目付が１３５～４０７グラム毎平方メートル（４
～１２オンス毎平方ヤード）の範囲にある、布帛。
６.　前記パラ系アラミド繊維の１～３重量パーセントが炭素または金属を含む帯電防止
繊維に置き換えられており、但し、パラ系アラミド繊維は少なくとも５重量パーセントに
維持されている、上記４に記載の布帛。
７.　水分率が少なくとも３パーセントである、上記５に記載の布帛。
８.　ＡＳＴＭ　Ｄ－６４１３－９９に従う炭化長が６インチ未満である、上記４に記載
の布帛。
９.　ＡＳＴＭ　Ｆ－１９５９－９９に従う耐アーク性が１．２カロリー毎平方センチメ
ートル毎オンス毎平方ヤード布帛超である、上記４に記載の布帛。
１０.　前記メタ系アラミド繊維の結晶化度が２０～５０％の範囲にある、上記４に記載
の布帛。
１１.　アークおよび火炎防護に使用するのに好適な衣服であって、以下の成分（ａ）、
（ｂ）、（ｃ）、および（ｄ）の総重量を基準として、
（ａ）結晶化度が少なくとも２０％であるメタ系アラミド繊維を１０～４０重量パーセン
ト、
（ｂ）モダクリル繊維を２０～６０重量パーセント、
（ｃ）ＦＲレーヨン繊維を１５～４５重量パーセント、および
（ｄ）パラ系アラミド繊維を５～２０重量パーセント
から基本的になる布帛を含み、前記布帛の目付が１５０～３３９グラム毎平方メートル（
４．５～１０オンス毎平方ヤード）の範囲にある、衣服。
１２.　前記パラ系アラミド繊維の１～３重量パーセントが炭素または金属を含む帯電防
止繊維に置き換えられており、但し、パラ系アラミド繊維は少なくとも５重量パーセント
に維持されている、上記９に記載の衣服。
１３.　ＡＳＴＭ　Ｆ１９３０に従い火炎に４秒間暴露した場合の体の火傷を７０％未満
にすることに相当する熱防護を提供すると同時に、ＡＳＴＭ　Ｆ１９５９およびＮＦＰＡ
　７０Ｅに従うカテゴリー２のアーク等級を維持している、上記９に記載の衣服。
１４.　前記布帛のＡＳＴＭ　Ｆ－１９５９－９９に従う耐アーク性が、１．２カロリー
毎平方センチメートル毎オンス毎平方ヤード布帛超である、上記９に記載の衣服。
１５.　水分率が少なくとも３パーセントである、上記５に記載の衣服。
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